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右の行為がＤＶにあたると思

う人の割合【重】

平手で打つ
（R3.6.1） （R8年度）

なぐるふりをして､おどす
（R3.6.1） （R8年度）

大声でどなる
（R3.6.1） （R8年度）

嫌がっているのに､性的な行為

を強要する （R3.6.1） （R8年度）

生活費を渡さない（諸々の費用

を負担しない） （R3.6.1） （R8年度）

宇部市配偶者暴力相談支援センターの認知度【重】
（R3.6.1） （R8年度）

｢（ＤＶ被害を）相談できる窓口として知っているところはない｣

と回答する人の割合【重】 （R3.6.1） （R8年度）

｢（ＤＶ被害を）誰かに打ち明けたり､相談したりしたか｣の問い

で､｢どこ（誰）にも相談しなかった｣と回答する人の割合【重】 （R3.6.1） （R8年度）

｢（ＤＶ被害を）相談できる窓口として知っているところはない｣

と回答する人の割合 ＜再掲＞【重】 （R3.6.1） （R8年度）

概要版

ＤＶ
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ＤＶ（傷害等）
（緊急時は､110番）

児童虐待
（いちはやく）

人権侵害

（全国共通人権相談ダイヤル）
人権侵害

【重】…重点事業

第 2次 宇 部 市

配偶者暴力等

対策基本計画
～パートナー等からの暴力を許さず 

人権が尊重される社会の実現を目指して～

令和 4年（2022年）3月

宇 部 市



相談窓口の周知の強化【重】
◆ＳＮＳ等をはじめとするウェブ媒体の活用

◆情報の届きにくい若い世代に向けた効果的な周知
4

配偶者暴力相談支援センターの充実【重】
◆組織的対応によるきめ細かな相談対応

◆被害者の負担軽減を図るワンストップサービス
5

各関係機関との連携強化
◆宇部市ＤＶ防止支援ネットワークの連携強化

◆民間支援団体との連携･協働による施策の推進
6

保護命令等に関する支援
◆制度の情報提供､及び､手続きに関する助言

◆住民基本台帳事務における支援措置
8

被害者等に係る情報管理の徹底
◆加害者による追跡防止のための被害者情報の管理

◆相談内容等に関する情報管理の徹底
9

被害者や子ども等の安全確保【重】
◆避難場所の提供､及び､必要に応じた同行支援

◆児童虐待の防止に向けた児童相談所との連携
7

交際相手からの暴力の予防啓発の強化
◆デートＤＶの防止に関する意識啓発

◆学校･職場･地域との連携による啓発
2

ＤＶに関する調査研究
◆ＤＶに係る本市の現状や市民意識の調査研究

◆加害者の更生を含む加害者対策に関する情報収集
3

◆情報誌｢ぱれっと｣､市ウェブサイト等の活用

◆人権尊重や男女平等の意識を高める教育の推進
ＤＶ防止に向けた学習･啓発の推進【重】1

ＤＶについて正しい理解と認識を深め､すべての人が互い

の人権を尊重し､個人の尊厳を傷つける行為は許さないと

いう意識を社会全体に普及させるため､学習･啓発を推進

し､ＤＶの未然防止に取り組む。

ＤＶは､相談につなげられないことで多数の被害が潜在化

していると言われており､必要としている人に相談窓口の

情報が届くよう､さらなる周知に取り組む。

また､被害者の精神的な負担の軽減を図るため､組織的に対

応し､被害者の立場に立った利用しやすい相談環境の整備

に取り組む。

被害者が加害者から危害を加えられる恐れが高い場合は､

宇部警察署等をはじめとする各関係機関と連携し､被害者

を緊急避難させ､安全な場所で保護をするなど､適切な支援

を行う。

また､児童虐待防止法（児童虐待の防止等に関する法律）で

は､子どもの目の前でＤＶが行われることも児童虐待に含

まれるとされており､ＤＶと児童虐待は重複して発生する

など関連性が認められることから､児童相談所等の関係機

関と連携して被害者や被害者の子ども等の安全確保に取り

組む。

相談の受付から被害者の安全確保や自立に向けて､切れ目のない支援を行うと

ともに､ＤＶに対する正しい理解を図り､決して暴力を許さないという意識を社

会へ浸透させることは､市民に最も身近な行政機関である地方自治体の重要な

責務であるため､本市ではこれらの実態を見逃さず､被害を潜在化させないた

めの取組を積極的に展開していく必要があると考えています。

令和4年度～令和8年度〈5年間〉

ＤＶをはじめとする暴力は､家庭内で行われるため潜在化しやすく､また､被害

者の多くは女性であり､男女共同参画社会の実現の妨げになっていることか

ら､これまでの取組の内容を評価･検証し､市民をはじめ各関係機関や各種団体

等と協働しながら､総合的かつ計画的にＤＶ対策等を推進するための方針を整

備するため､新たな基本計画を策定することとしたものです。

（※社会情勢の変化や計画の進捗状況等により､適宜､計画の見直しを行います。）

【重】…重点事業

パ
丨
ト
ナ
丨
等
か
ら
の
暴
力
を
許
さ
ず

人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
の
実
現

、

被害者への適切な情報提供
◆日本司法支援センター（法テラス）による民事法律扶

助制度などの情報提供
10

経済的自立に向けた支援
◆生活困窮者自立支援制度に基づく､個々の状況に

あった支援プランの作成等
11

住宅の確保に向けた支援
◆市営住宅の一時入居や､優先入居対象者として抽選

時における当選倍率の優遇措置
12

子育てに対する支援
◆保育園への入所や学童保育の利用等の弾力的な運用

◆スクールカウンセラー等による心のケア
13

心身の回復に向けた支援
◆適切な相談機関や自助グループ等の活動についての

情報提供
14

Ⅱ

被害者が安心

して相談できる

体 制 の 充 実

Ⅰ

未 然 防 止 の

た め の 学 習 ･

啓 発 の 推 進

Ⅲ

被害者の安全

確保のための

体 制 の 整 備

Ⅳ

被害者の自立

に 向 け た

支 援 の 充 実


